
- 1 -

滋賀県地域医療再生計画

（湖東・湖北医療圏）
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地域医療再生計画（湖東・湖北医療圏）

（医師確保・機能分化・連携に重点化）

１ 対象とする地域

本地域医療再生計画においては、湖東医療圏と湖北医療圏を対象地域とする。

湖東医療圏は、琵琶湖の東部に位置し面積３９２．１６ｋｍ２ 、人口約 15 万人を
有する圏域である。圏域内には、４つの病院（彦根市立病院 470床、彦根中央病院 350
床、友仁山崎病院 157床、豊郷病院 338床）と９１カ所の診療所が存在している。
また、湖北医療圏内は、東北部に位置し、面積 931.25 ｋｍ２ 、人口約 16 万人を有

する圏域である。圏域内には、４つの病院（市立長浜病院 676床、長浜赤十字病院 549
床、湖北総合病院 198床、長浜青樹会病院 179床）と８５か所の診療所が存在してい
る。

湖東医療圏では、平成 15年から平成 21年に病院常勤医師数が 130人から 116人と
減少している。特に産科医師数は、平成 15年の６人が、平成 21年には１人となり、
著しく減少している。

産科医師の減少により、平成 15年 7月に彦根中央病院が分娩の取り扱いを中止し、
平成 17年 2月には、友仁山崎病院が分娩の取り扱いを中止した。
また、医療圏内で唯一の分娩取り扱い病院であった彦根市立病院では、産科医の退

職により、常勤医師が 1 名となったため、平成 19 年 4 月から分娩の取り扱いを休止
している状況にある。

小児救急医療体制では、小児科医の不足により３病院での輪番となっているが、圏

域の小児科医師数は、最大 13人から 7人にまで減っている。
また、病院産科医師数を人口 10万人当たりで換算すると 0.65（全国平均 4.45）、病

院小児科医師数を小児人口 10万人当たりで換算すると、29.87（全国平均 47.19）と、
小児科医師数、産科医師数とも、県内７医療圏で最も少ない圏域となっている。

（別表１参照）

以上から、早急に産科医師確保対策による公立病院の分娩の再開や小児救急を含む

一次・二次医療体制の充実・強化を図る必要がある。

一方、湖北医療圏では、平成 15年から平成 21年に病院常勤医師数が 182人から 165
人と減少している。

湖北医療圏では、湖東医療圏の周産期医療体制が脆弱となっているため、長浜赤十

字病院と市立長浜病院の分娩取り扱い件数が増加している。

また、へき地拠点病院である湖北総合病院では、医師不足により、平成 18 年 4 月
から分娩の取り扱いを中止している。

小児救急医療体制では、長浜赤十字病院、市立長浜病院、湖北総合病院の３病院の

輪番により実施していたが、湖北総合病院では、小児科医師の不足により平成 19 年
6月から救急輪番への参加が不可能となった。
また、へき地の巡回診療体制の確保にも支障を来している。
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救急医療や周産期医療などにおけるそれぞれの圏域の課題を解決していく上では、

二つの医療圏の中核的な病院が相互に支援する体制を作っていく必要がある。

湖東医療圏と湖北医療圏の共通の課題として、一次救急医療体制が十分でなく、ま

た回復期リハビリテーション病床を有する病院がないため、各病期（急性期、回復期、

療養期）に応じた医療を提供する体制の確保が必要となっている。

患者中心の医療を実現するため、病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション間の

診療情報の共有を図り、地域連携クリティカルパスの推進が課題となっている。

これらの課題を解決していくためには、湖東医療圏と湖北医療圏の相互支援が必要

とされるため、両圏域を地域医療再生計画の対象地域としたところである。

＜別表１＞ 【県内医療圏ごとの病院医師数の状況】

大津 湖南 甲賀 東近江 湖東＋湖北 湖東(再掲) 湖北(再掲) 湖西

人口 330,293 313,200 149,319 235,592 320,098 154,795 165,303 52,571

小児人口 49,422 51,324 22,587 34,935 48,516 23,437 25,079 7,018

病院医師数 350 343 96 179 281 116 165 33

‘-10万人当たり 105.06 107.92 64.29 75.98 87.79 74.94 99.82 62.77

病院小児科医師数 20 29 7 11 21 7 14 4

‘-10万人当たり 40.47 56.50 30.99 31.49 43.28 29.87 55.82 57.00

病院産科医師数 14 13 2 5 7 1 6 1

‘-10万人当たり 4.24 4.15 1.34 2.12 2.19 0.65 3.63 1.90

２ 地域医療再生計画の期間

本地域医療再生計画は、平成２２年１月８日から平成２５年度末までの期間を対象

として定めるものとする。

３ 現状の分析

【救急医療体制】

〈湖東医療圏〉

(1) 一次救急医療体制については、彦根市および犬上郡３町の初期救急医療体制

として、休日急病診療所を休日・祝日および年末年始の昼間（午前１０時～午後

７時）の時間帯に彦根医師会の協力を得て実施している。

平成 18年 12月から、圏域内の病院小児科医の減少に伴い、小児救急患者の対
応を図るため、診療時間を午後７時まで２時間延長をしている。

また、旧愛知郡４町では、休日・祝日および年末年始の昼間（午前９時～午後

５時）の時間帯に在宅当番医制を実施している。

(2) 二次救急医療体制（小児救急含む。）については、彦根市、犬上郡３町、旧愛

知郡４町が、管内５病院（彦根市立、彦根中央、友仁山崎、豊郷、湖東記念）
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の協力により、休日祝日および年末年始の昼夜間の時間帯に病院群輪番制により

実施している。

(3) 小児救急医療については、一時期、土曜日の夜間も実施していたが、病院小児

科医師の減少により、土曜日の夜間を廃止している。

さらに、平成 19 年４月からは、協力病院が３病院（彦根市立、友仁山崎、豊
郷）による輪番体制に縮小された。

圏域内病院の小児科医師のうち、小児救急に協力可能な小児科医が最大 13 人
から７人にまで減少し、小児救急医療支援事業が土日のみの実施にとどまってい

る。

(4) 救命救急センターが整備されない医療圏の一つであることから、彦根市立病院

では、圏域内の三次救急医療の役割も担っているが、大半は長浜赤十字病院に依

存している。

(5) 湖東医療圏は、三次救急医療体制については救命救急センターが圏域内にない

ため、重篤な救急患者は、湖北医療圏の長浜赤十字病院救命救急センターで対応

している。

(6) 平成 19年の湖東医療圏における救急搬送件数は 5,063件で、平成 15年の 4,574
件から 489件（10.7％）増加している。

〈湖北医療圏〉

(7) 一次救急を担っていた休日急患診療所２カ所（伊香郡消防組合休日急患診療所

平成 17 年９月 30 日廃止、湖北広域行政事務センター休日急患診療所 平成 19
年３月 31 日廃止）が廃止され、救急告示指定病院の市立長浜病院、湖北総合病
院と救命救急センターの長浜赤十字病院が受け皿となっている。

なお、東浅井郡地区は湖北医師会の協力により、休日の午前９時から午後７時

まで、在宅当番医制を実施している。

(8) 二次救急医療体制については、長浜赤十字病院、市立長浜病院による輪番制と

伊香郡地区については湖北総合病院による輪番制で対応しているが、へき地医療

拠点病院である湖北総合病院では、医師不足により、平成 19 年４月から２人体
制の当直が不可能になり、救急医療体制の縮小により、市立長浜病院と長浜赤十

字病院が対応している。

(9) また、湖北総合病院では、小児科医師の不足により、平成 19 年６月から小児
救急医療支援事業への参加が不可能となっている。

【精神科救急医療体制】

(10) 精神科救急医療体制については、県下を３ブロックに区分し、各ブロックの協
力病院による病院群輪番制と全県を対象とする県立精神医療センターで応需体制

を採っている。

湖東・湖北医療圏で１ブロックを構成しているが、病床数、精神保健指定医と

も他のブロックと比較して少なく、平成２０年度におけるブロック内応需率は

53.3%で、県平均(62.5%)より低位になっている。
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【周産期医療体制】

〈湖東医療圏〉

(11) 湖東医療圏では、産科医師の不足により平成 15年７月に彦根中央病院が、平
成 17年２月には友仁山崎病院が分娩の取り扱いを中止している。

(12) 彦根市立病院は、湖東医療圏の周産期協力病院であり、ハイリスク妊婦、新

生児に対して二次的医療を行っていたが、平成 19年４月には、産科医師が４人
から１人となり、ハイリスク分娩への対応はもとより、通常分娩についても取

り扱いをすることが不可能になり、休止せざるを得ない状況となった。

(13) このような状況の中、平成 20年２月に彦根市立病院では、院内助産所を開設
し、正常分娩のみ再開するとともに、分娩を取り扱う診療所の整備に対する助

成制度を創設し、平成 20年 10月に湖東圏域内に分娩を取り扱う産科診療所が
開設された。

(14) 平成 20年度から、琵琶湖マザーホスピタル事業により、県立成人病センター
から彦根市立病院に 2 人の産科医師を週１回、非常勤で派遣しているが、産科
医師による分娩の再開のメドは立っていない。

(15) 分娩の取り扱い件数をみると、彦根市立病院では、平成 18年 560件が平成 20
年では、院内助産所での 16件のみとなっている。

(16) 分娩を取り扱う産科の診療所が、平成 20 年 10 月から 1 カ所が 2 カ所となっ
ているが、ハイリスク分娩については、湖北医療圏の地域周産期期母子医療セン

ターの長浜赤十字病院に依存せざるを得ない状況である。

〈湖北医療圏〉

(17) 湖北医療圏においては、湖東医療圏からの分娩の受け入れにより圏域内の出

生数以上の分娩を扱っている。

(18) 分娩の取り扱い件数をみると、長浜赤十字病院では、平成 18年 514件であっ
たが、平成 20年には 615件となり、約 100件増加している。
また、市立長浜病院では、平成 18 年 331 件が平成 20 年 408 件となり、77 件

の増加となっている。

(19) ハイリスク分娩は、地域周産期期母子医療センターである湖北医療圏の長浜

赤十字病院が受け入れている。

地域別分娩患者数の推移をみると、長浜赤十字病院では平成 18年度は湖東医
療圏の患者数が 52 人であったのが、平成 20 年度は 146 人と約３倍増になって
いる。

【医師数】

〈湖東医療圏〉

(20) 湖東医療圏における病院医師数は、平成 21 年 8 月現在で 116 人であり、平
成 15年の 130人から 14人減少している。

(21) 病院産科医師数は、平成 21年では１人となっており、人口 10万人当たりの
医師数は、県内７医療圏で湖東医療圏が最低となっている。
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(22) 病院小児科医師数は、平成 21年では７人となっている。
小児人口 10 万人当たりの医師数は県内７医療圏で、湖東医療圏が最低とな

っている。

(23) 診療科別では、産婦人科医は、平成 15年の６人から平成 19年に１人となり
、減少した状況が続いている。

また、小児科医師は、平成 15年に 10人であり、翌年の平成 16年には 12人
と増加したが、平成 17年以降は減少し、平成 21年には７人となっている。

〈湖北医療圏〉

(24) 湖北医療圏における病院医師数は、平成 21 年 8 月現在で 165 人であり、平
成 15年の 182人から 17人減少している。

(25) へき地医療拠点病院の役割を担っている湖北総合病院では、医師数が平成 15
年の 24 人から平成 21 年は 16 人となり、へき地への巡回診療体制の確保に支
障を来している。

【精神科医師数】

(26) 本県の精神科医師数は、人口１０万人当たり７．４人であり、全国４３番目

となっている。

(27) 病院に勤務する精神保健指定医は、平成２１年４月現在で５４人であり、人

口１０万人当たりでは６．８人と全国４０番目となっている。

(28) 湖東・湖北医療圏では、病院群輪番１病院が、平成２１年１０月から医師不

足を理由に、輪番業務を休止している。

【医療連携体制（病院の状況について）】

(29) 湖東医療圏の病院数は、平成 21 年 4 月現在で４病院で、病床別でみると、
一般病床 972床、療養病床 209床（うち介護療養 60）、結核 10床、精神 120
床、感染症４床となっている。

(30) 湖北医療圏の病院数は、平成 21 年 4 月現在で４病院で、病床別でみると、
一般病床 1,091 床、療養病床 213 床（うち介護療養 104 床）、精神 294 床、感
染症４床となっている。

(31) 両圏域とも、回復期リハビリ病床がないため、急性期病院退院後の受け皿が

なく、急性期から十分なリハビリテーションサービスが実施されず、在宅に戻

ってくるケースもあり、入院から在宅療養への円滑な移行が困難となっている。

(32) 在宅患者の増加により、在宅歯科診療のニーズが高まってきているが、歯科

医院個人が訪問機器を購入してまで訪問診察に行くことが困難なため、ニーズ

に対応できていない。

(33) 県内の稼働精神病床数は、平成２１年４月現在２，４０３床であり、基準病

床の２，３９８床と同水準であるが、人口１０万人当たり病床数では、１７．

２で全国最下位となっている。

湖東・湖北医療圏の病床数は、人口１０万人あたり約１３床と、県内３ブロ



- 7 -

ックで最少となっている。

４ 課題

○ 産科医療・救急医療（小児含む）・へき地医療に携わる医師が不足しているた

め関係大学と連携した医師確保対策により医療体制を充実する仕組みを構築する

必要がある。

○ また、一次救急医療体制が十分でないことから、二次救急、三次救急を担う医

療機関の病院勤務医に過重な負担がかかっているため、一次救急医療体制を充実

する必要がある。

○ あわせて、二次救急医療機関と三次救急医療機関の充実を図ることで救急医療

の受け入れを確実なものとすることが必要である。

○ 回復期リハビリテーション病床を有する病院が湖東・湖北医療圏にないため、

急性期病院を退院した患者の受け皿がなく、入院から在宅療養への円滑な移行を

図るため、患者の病期（急性期、回復期、維持期、在宅を含む療養期）に応じた

適切かつ効率的な医療が提供できる体制の整備が必要である。

○ 在宅療養の中で、湖北医療圏では、高齢化率が高く、今後増加する人工透析患

者に対する医療体制の確保が課題となっている。

○ 一次救急医療、在宅医療(歯科、薬剤管理を含む。）、訪問看護ステーション、

地域連携クリティカルパス等の地域医療連携の取り組みを推進するための体制整

備が必要である。

○ また、切れ目のない医療提供体制を確保するため、病院、診療所、薬局および

訪問看護ステーション間の診療情報のネットワーク化を構築し、共有化を図る必

要がある。

○ 精神科医療における精神保健指定医の安定的確保を図り、ブロック別病院群輪

番制による確実な応需体制の整備が課題となっている。

〔救急医療体制〕

〈湖東医療圏〉

(1) 湖東医療圏の一次救急医療は、彦根休日急病診療所が対応しているが、診療所

の老朽化や設備面の関係から、利用者が少なく、体制の整備・充実が必要である。

(2) 小児救急医療支援事業は、小児救急に参加可能な医師が 7 人にまで減少したた
め、365 日体制での対応が困難となり、日曜日および祝日の昼間と夜間のみの実
施となっている。

(3) 二次救急医療は、圏域内救急告示４病院の輪番制で対応しているが、彦根市立

病院は当番日１８５日を受け持っており、救急搬送患者も圏域の６割を受け入れ

るなど患者が集中している。

(4) 救命救急センターが整備されていない医療圏のひとつであることから、彦根市

立病院が可能な限り三次救急医療を提供しているが、一次、二次救急患者が多く、
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三次救急の対応もあるため、医師等の負担が大きくなっている。

〈湖北医療圏〉

(5) 湖北医療圏では、休日急患診療所２カ所が廃止され、救急患者の受け入れは救

急告示３病院が対応しており、一次救急医療を担う体制の充実が必要である。

(6) 湖北総合病院の医師不足による救急医療体制の縮小により、救命救急センター

である長浜赤十字病院と市立長浜病院の負担が増加している。

(7) 湖北医療圏の救急搬送患者は、長浜赤十字病院と市立長浜病院が圏域の９５％

を受け入れている。

(8) 長浜赤十字病院の救命救急センター救急搬送患者の受け入れは、平成１５年の

３，０２３件に対し、平成２０年は３，７６９件と約２５％増加しているため、

救急医療を担う医師等の負担が増加している。

(9) 長浜赤十字病院を中心に市立長浜病院と彦根市立病院が救急医療における３病

院での輪番が望まれる。

〔精神科救急医療体制〕

(10) 精神科救急医療体制において、精神科救急医療施設の役割分担により精神保健

指定医や病室の確保を図り、重層的な応需体制を整備する必要がある。

〔周産期医療体制〕

(11) 湖東医療圏では、現在休止している彦根市立病院の産科医師の確保による分娩

の再開が最大の課題である。

(12) ハイリスク分娩は、地域周産期母子医療センターである湖北医療圏の長浜赤十

字病院が担っているが、湖東医療圏からの受け入れが増加している。

〔医療連携体制〕

(13) 湖東・湖北医療圏とも回復期リハビリ病床がないため、急性期病院退院後の受

け皿がなく、適切な回復期リハビリテーションを受けられず、入院期間の長期化

を招くとともに、在宅療養への円滑な移行に支障を来している。

(14) また、在宅療養の中で、湖北医療圏では、高齢化率が 22.4 ％と高く、今後増
加が見込まれる人工透析患者に対する医療体制の確保が課題となっている。

(15) 湖東・湖北医療圏とも、病院、診療所、訪問看護ステーションおよび薬局間の

診療情報の共有を図り、在宅療養への取り組みを推進する必要がある。

(16) 歯科在宅医療において、訪問歯科診療を行う意向のある歯科診療所は、５７あ

るものの、ポータブルユニット等、在宅歯科診療のための機材等の整備がされて

おらず、在宅歯科診療の推進ができない。

(17) 医療機関の機能分担と連携を行う手段としての地域連携クリティカルパスの導

入が一定の地域でしか実施されていないため、急性期、回復期、維持期、在宅を

含む療養期に応じた適切かつ効率的な医療提供体制を圏域全体で確立することが

課題となっている。
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〔医師数〕

〈湖東医療圏〉

(18) 湖東医療圏の病院勤務の常勤医師数は、平成１５年の１３０名に対し、平成

２０年は、１１６名と１４名減少し、非常勤医師数は、平成１５年の１２０名に

対し、平成２０年は１６１名と４１名増加している。

(19) 診療科別では、産婦人科の常勤医師数は、平成１５年の６名が、平成２０年に

は１名に減少し、非常勤医師についても平成１５年の７名が平成２０年には２名

に減少するなど、深刻な状況が続いている。

(20) 医師確保対策による周産期医療、救急医療体制の確保が緊急の課題である。

〈湖北医療圏〉

(21) 湖北医療圏の病院勤務の常勤医師数は、平成１５年の１８２名に対し、平成

２０年は、１６４名と１８名減少し、非常勤医師数は、平成１５年の４５名に対

し、平成２０年は９９名と５４名増加している。

(22) 診療科別では、内科の常勤医師数は、平成１５年の５６名が、平成２０年には

４３名と１３名減少し、非常勤医師数は、平成１５年の１３名が３４名と２１名

増加している。

(23) へき地拠点病院の湖北総合病院では、常勤医師数が平成１５年の２４名が平成

２０年は１６名と８名減少し、非常勤医師数は平成１５年の１５名が、平成２０

年は４３名と２８名増加している。

(24) 湖北総合病院の医師確保対策によるへき地巡回診療体制、救急医療体制の確保

が緊急の課題である。

〔精神科医師数〕

(25) 精神科救急医療施設において措置入院や救急医療を安定的に実施するため、精

神保健指定医を確保・養成し、必要な医療機関に配置できる仕組みが必要である。

５ 目 標

○ 湖東医療圏の周産期医療体制の整備・充実を図るため、滋賀医科大学に寄附講

座を開設し、彦根市立病院の産科医師を確保し、分娩の再開を図る。

○ 二次・三次救急医療の充実を図ることにより、救急患者の受け入れを確実なも

のとする。

特に、長浜赤十字病院、彦根市立病院、市立長浜病院の３病院の連携、協力体

制の中で維持する。

○ 一次救急医療、在宅医療（歯科、薬剤管理を含む。）、訪問看護ステーション、

地域連携クリティカルパスの取り組みを推進するための総合的な機能を備えた拠

点施設として、地域医療支援センターを湖東・湖北医療圏に整備する。

○ あわせて病院、診療所、行政等が連携し、一体となった取り組みを進めるため、

地域医療推進連絡協議会を設置し、効率的な運営を図る。
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○ 湖東・湖北医療圏に回復期リハビリ病棟を整備し、各病期（急性期、回復期、

維持期）に応じた医療体制を確保するとともに、地域の在宅医療の核となる（仮

称）リハステーションを設置し、関係機関・施設の連携した提供体制を構築する。

○ また、湖北医療圏は、高齢化率が 22.4 ％と高く、人工透析患者が増加する傾向
にあるため、今後、不足が予測される透析治療のベッドを確保する。

○ 湖東・湖北医療圏の各病院と地域医療支援センター、診療所をネットワークで

結び、診療情報の共有化を図り、切れ目のない医療提供体制を確保する。

○ へき地拠点病院である湖北総合病院の医師確保を図るため、支度金制度や非常

勤医師の活用による支援を行う。

○ 滋賀医科大学に寄附講座を設置し、精神保健指定医を確保するとともに、措置

入院の確実な応需体制を構築する。

〔救急医療体制〕

(1) それぞれの圏域内において、一次救急医療体制、二次救急医療体制、三次救急

医療体制とを明確に体系化して整備する。

(2) 具体的には、それぞれの圏域において、在宅医療拠点施設、休日急病診療所、

訪問看護ステーションの機能を備え付けた地域医療支援センターを設置し、地域

医療支援センター内で担う休日急病診療所が軽症患者に対応することで、各圏域

の二次救急病院の医師の負担を減少することができる

(3) 二次救急病院の体制の充実を図り、受け入れを確実なものとする。

また、三次救急医療については、湖北圏域の長浜赤十字病院が救命救急センタ

ーとして、重篤な救急患者についての受け入れ体制を充実することで、隣接する

湖東医療圏からの救急搬送を受け入れる体制を強化することが可能になる。

さらに、長浜赤十字病院、市立長浜病院、彦根市立病院の連携、協力体制を強

化することで二次・三次救急医療体制を確保していく。

(4) 精神科救急医療体制において、重層的な応需体制を整備し、空床確保に必要な

転院を受け入れる支援病院の仕組みを構築する。

〔周産期医療体制〕

(5) 湖東圏域においては、彦根市立病院での産科医師による分娩が再開されるまで

は、ハイリスク分娩について、長浜赤十字病院と市立長浜病院の協力を受けなが

ら、彦根市立病院に確実に医師を派遣するシステムを構築していく。

(6) 湖東圏域では、平成 25 年度までに彦根市立病院の分娩取扱件数を月 30 件以上
とする。

〔医療連携体制〕

(7) 湖東・湖北圏域には、回復期リハビリテーション機能を担う病院がないため、

急性期病院退院後の受け皿がなく、在宅医療への移行が課題となっているため、

それぞれの圏域に回復期リハビリ病床を整備することで、在宅医療の推進を図る。
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(8) 地域の在宅医療の核となる（仮称）リハステーションを設置し、関係機関・施

設の連携した提供体制を構築する。

(9) また、地域の医療資源の役割分担と連携を推進するため、それぞれの圏域に歯

科を含めた在宅医療拠点施設、休日急病診療所、訪問看護ステーションおよび薬

局を統合した地域医療支援センターを設置し、地域連携クリティカルパスの推進

を図る。

(10) 歯科在宅医療において、ポータブルユニット等、在宅歯科診療のための機材等

の整備図り、在宅歯科診療を推進する。

(11) 平成 25年度までに救急医療情報システムの改修を行い、医療機関の現場で負
担になっている応需情報の入力作業を軽減していくシステムを県内で導入するこ

とで、救急医療情報の効率的な活用を図る。

〔医師数〕

(12) 近年の恒常的な医師不足に対応するため、医学部の定員増に伴う新奨学金制度
の創設により、平成２５年度末までの間に、本県内で勤務することが確実な医師

を確保する。

この他、大学への寄附講座の設置により、本県において勤務する医師を確保す

る。

６ 具体的な施策

(1) 県全体で取り組む事業（運営に係る事業）
【滋賀医科大学と連携した医師確保システムの構築】

事業費 ２４６，０００千円（基金負担分 ２４６，０００千円）

（目的）

地域における医師不足に対して、安定的に医師を確保するため、滋賀医科大学医

学部と連携した持続的な医師確保システムの構築を行う。

地域医療における問題解決のため、滋賀医科大学と連携することで、その有する

人的、知的資源が活用できる。

（事業内容）

① 新生児・周産期医療を担う医師の確保のため。滋賀医科大学に寄附講座を設置

・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで。

・事業総額 １６６，０００千円（基金負担分 １６６，０００千円）

県全体の課題である周産期医療について、滋賀県における周産期医療の課

題分析および対応策等の研究を行うとともに、地域医療の現場に確実に医師

を派遣するシステムを構築するための寄附講座を滋賀医科大学に設置する。

（内訳）

滋賀医科大学医学部

新生児・周産期講座

１講座（４１，５００千円） × ４年間 ＝ １６６，０００千円

講座の経費内訳（年間）
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・寄附講座に所属する教授等への人件費 ４０，０００千円

（教授12,000千円、講師10,000千円×2名、助手8,000千円）

・研究費 １，５００千円

② 精神保健指定医の確保のため、滋賀医科大学に寄附講座を設置

・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで

・事業総額 ８０，０００千円（基金負担分 ８０，０００千円）

精神保健指定医の持続的な派遣システムによる医療連携体制の構築を図る

ため、滋賀医科大学に寄附講座を設置する。

（内訳）

滋賀医科大学医学部

１講座（２０，０００千円） × ４年間 ＝ ８０，０００千円

講座の経費内訳（年間）

・寄附講座に所属する教授等への人件費（講師 10,000 千円 ２名）

【その他の医師確保システムの構築】

総事業費 ３０４，０００千円 （基金負担分 ２１１，０００千円、

事業者負担分 ９３，０００千円）

（目的）

本県においては、７つの二次保健医療圏のうち６つの二次保健医療圏で人口

１０万人当たりの病院勤務常勤医師数が全国平均を下回っている。

また、各医療圏の医師不足の状況は、常勤医師数が約３割減少が１医療圏、

約１割減少が３医療圏、人口１０万人あたりの医師数が最も少ない医療圏が１

医療圏と５つの医療圏で医師不足が深刻な状況となっている。

医師不足は、救急医療、小児医療、周産期医療、へき地・災害医療等の体制

の確保大きな影響を与えることから、全県を対象とした取り組みを推進する。

（事業内容）

① 医師不足病院支援等事業

・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで。

・事業総額 ５５，０００千円（基金負担分 ２２，０００千円、

事業者負担分 ３３，０００千円）

各二次保健医療圏における中核的な医療機関である県内公立病院において、

医師臨床研修制度の導入された平成１５年度以降に大幅な医師の減少が認めら

れ、依然回復しないままの状況が続いている。このような病院の医師不足解決

のため、県内公立病院が医師を獲得するために、就業する医師に対して一時金

（貸付金を含む）を支出する場合、一定額を支援する。
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（内訳）

医師不足病院就業支援金

５，０００千円／人×１１人＝ ５５，０００千円

うち基金負担分 ２，０００千円／人×１１人 ＝ ２２，０００千円

うち病院負担分 ３，０００千円／人×１１人 ＝ ３３，０００千円

② ドクターバンクの機能強化

・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで。

・事業総額 １４，０００千円（基金負担分 １４，０００千円）

現在、本県では県病院協会にドクターバンクが設置されているが、専任職

員が配置されておらず、情報の掘り起こしに苦労している。今回、新たに専任

職員を設け、一般医師に加え、新たに定年退職予定の医師や在宅の女性医師の

情報も対象とした掘り起こしを行い、ドクターバンクの機能を強化し、情報の

収集・提供を活発にする。

（内訳） 年間活動経費 ３，５００千円（基金負担分３，５００千円）

③ 県内臨床研修病院等連絡協議会の設置

・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで。

・事業総額 ２，０００千円（基金負担分 ２，０００千円）

本県の臨床研修病院は、各二次医療圏の地域医療の中核となる１２の病院

であり、現在、この臨床研修病院の連携組織が未設置であり、各臨床研修病

院がそれぞれ個別に臨床研修医確保の取り組みを行っている。

特に、臨床研修医への広報活動や研修プログラムでの協力検討などの課題

がある。

このため、関係大学医学部の協力を得て、臨床研修病院の連携組織を設置

し、本県への臨床研修医、専門研修医の誘導とその定着を図る活動を行うこ

とで、将来、本県で就業する医師を確保していく。

④ 臨床研修医確保・定着プログラム作成

・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで。

・事業総額 ５，０００千円（基金負担分 ５，０００千円）

本県の医師臨床研修の魅力を伝え、医師の確保、県内定着を図るとともに、

常に若手医師が流入、定着することにより県内地域医療の確保を図る。

具体的には、臨床研修医確保のために開催される病院説明会に参加する臨

床研修病院への支援や臨床研修医が本県に愛着を持ち、長く本県で就業する

よう全県の研修医を対象にしたプログラム等を作成する。
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⑤ 子育て医師のためのベビーシッター費用補助

・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで。

・事業総額 ８，０００千円（基金負担分 ８，０００千円）

本県における医師不足解消は、年々増えていく女性医師の出産後の医療現場

への復帰なくしてはなし得ない。そのため、子育て中の医師を対象に勤務のた

めに利用したベビーシッター費用の一部を支援する。

⑥ 救急医等負担軽減改善事業

・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで。

・事業総額 １００，０００千円（基金負担分 １００，０００千円）

救急医療機関、精神科救急医療機関における勤務医の負担は年々重くなって

きており、各種施策による医師確保が実現するまでの当面の間、これらの医師

の疲弊を緩和するため、救急医療機関、精神科救急医療機関において、外来や

当直に非常勤医師を雇用したとき、その費用の一部を支援する。

（内訳） 救急医療機関 ６９，４００千円

精神科救急医療機関 ３０，６００千円

⑦ 中堅医師応援事業

・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで。

・事業総額 １２０，０００千円（基金負担分 ６０，０００千円、

事業者負担分６０，０００千円）

病院勤務医の中でも、特に厳しい労働環境にある中堅医師にとって、病院が

働く意欲が出るような魅力的なものとなることが必要である。そのため、県内

公的・公立病院等において医師の職場環境改善においてモデル的な取り組みを

した場合、その事業の費用の一部を負担する。

【救急医療確保対策事業】

総事業費 １６９，０００千円（基金負担分 １６９，０００千円）

（目的）

一次・二次・三次救急医療の充実を図ることで、救急患者の受け入れを確実な

ものとしていく。

（事業内容）
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①救急医療確保支援事業（１０２，０００千円）

救急医療の受け入れをより確実なものとするため、県下３３の救急告示病院に対

し、救急搬送受け入れ実績に応じた支援を行う。

・事業期間は平成２２年度から平成２５年度までとする

・事業総額１０２，０００千円（基金負担分 １０２，０００千円）

（内訳）

救急搬送受入れ実績が年間５００件以上の救急告示病院（22病院）
５００件以上 ９病院 ５００千円 ４，５００千円

１０００件以上 ６病院 １，０００千円 ６，０００千円

３０００件以上 ６病院 ２，０００千円 １２，０００千円

５０００件以上 １病院 ３，０００千円 ３，０００千円

計 ６，５００千円 ２５，５００千円

② 県民を対象とした、救急医療の適正利用を図るための啓発事業

県民向け啓発番組の制作（びわこ放送）と啓発用パンフレットの作成配布等を

行う。

・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで。

・事業総額 １０，０００千円（基金負担分 １０，０００千円）

県民にとって、医療機関の機能の違いなどは普通に生活する上ではなかなか

意識することはなく、ともすれば大病院に行けば安心だというような感覚を持

ってしまうということもあると考えられる。そのため、地域住民等に対して、

医療圏内の医療機関の役割分担（急性期医療、回復期医療、維持期医療、在宅

医療等）や各医療機関が連携していることをテレビ放送や啓発用パンフレット

などで周知することにより、地域医療に関する理解を深め、切れ目のない医療

が受けられることに対して安心感を持ってもらい、病状に応じた医療機関を受

診することを促す。

③ 県民フォーラムの開催

・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで。

・事業総額 ７，０００千円（基金負担分 ７，０００千円）

（１圏域２５０千円×７圏域×４年間）

県民に地域の病院勤務医の現状等を理解してもらうため、県民フォーラムを

開催するなど、地域全体で地域医療を守るという意識を啓発する。

④ 救急医療情報システムの改修事業

・事業期間は平成２２年度から平成２４年度まで。

・事業総額 ３５，０００千円（基金負担分 ３５，０００千円）



- 16 -

救急医療システムの円滑な運用を可能とするため、現有システムに追加機能

を更新するプログラムの開発や災害時の病院の空床状況等の追加情報を導入す

ることにより、救急医療機関と消防との連携強化を図る。

⑤ 精神科措置診察応需等促進事業

・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで。

・事業総額 １５，０００千円（基金負担分 １５，０００千円）

精神科救急医療を終了した患者の転院を受け入れる支援病院が、県立精神医

療センターから患者の転院を受け入れる場合に必要な、スタッフの確保、保護

室等の運営ほか必要な経費を助成する。

【在宅医療推進体制総合調整事業】

総事業費 ２９４，０００千円（基金負担分 １８９，０００千円

事業者負担分１０５，０００千円）

（目的）

在宅医療を推進するため、地域の限られた医療資源を効果的に結びつけ、有効に

機能するネットワーク体制を構築するための各種事業を実施する。

（事業内容）

① 地域から医療福祉を考える懇話会の運営等

・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで。

・事業総額 １４，０００千円（基金負担分 １４，０００千円）

地域医療を守り育てるためには、地域の特性等を踏まえた上で、地域のこと

は地域が理解し、協力して支えていくことが必要である。このため、地域の医

療福祉について住民参加で検討を行う「地域から医療福祉を考える懇話会」を

設置・運営（地域保健医療連絡協議会の機能も含む）する。

②歯科在宅医療充実強化事業

・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで。

・事業総額 ６４，０００千円（基金負担分 ６４，０００千円）

各保健医療圏域ごとに、歯科治療ポータブルユニットを設置し、在宅歯科医療の

充実を図る。

また、糖尿病患者等への歯科治療が円滑に進むための体制を構築することを目的

として、糖尿病認定医とかかりつけ歯科医の連携事業等をモデル的に実施する。
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③在宅医療推進のための薬局の体制整備

・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで。

・事業総額 ６，０００千円（基金負担分 ６，０００千円）

圏域内に在宅医療に対応できる基幹薬局を設置し、以下の機能を持たせるための

支援を行う。

ァ 医療材料、衛生材料の備蓄、供給機能の整備

イ 在宅医療に関する研修の実施

④（仮称）リハステーション運営費補助

・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで。

・事業総額 ２１０，０００千円（基金負担分 １０５，０００千円

事業者負担分１０５，０００千円）

維持期や予防にかかるリハビリテーションを中心に、市町を主体としたきめ細か

な提供体制の整備を重点に進めるため、広域または市町域に（仮称）リハステーシ

ョンを設置し、リハビリテーション機能の維持・向上による介護予防や居宅生活自

立の促進を実践的に進める。

(2) 二次医療圏で取り組む事業（施設、設備整備、運営に係る事業）

【二次・三次救急医療体制の強化に必要な設備の整備】

・総事業費 ５９０，０００千円（基金負担分 ２９５，０００千円

事業者負担分２９５，０００千円）

（目的）

二次救急医療、三次救急医療を担う医療機関を支援することで、救急医療体制の

整備を行う。

二次救急医療、三次救急医療の受け入れを確実なものとするため、迅速性、効

率性、安全性などを有し、精度も高い医療機器の整備を行う。

（事業内容）

①長浜赤十字病院の救命救急センターの体制強化のために必要な、施設・設備の

整備に対して補助を行う。

・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで。

・事業総額 ３９０，０００千円

（基金負担分 195,000千円、事業者負担分 195,000千円）

②圏域の二次救急医療を担う中核病院である彦根市立病院、市立長浜病院の救急

医療体制の強化のために必要な設備の整備に対して補助を行う。
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・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで。

・事業総額 ２００，０００千円

（基金負担分 100,000千円、事業者負担分 100,000千円）

【地域医療支援センターの設置(2か所）と関係者による協議会の開催】

・平成２２年度から平成２５年度まで。

・総事業費 ６１０，０００千円（基金負担分 ６１０，０００千円）

〈内訳〉

湖東地域医療支援センターの施設整備 ３００，０００千円

湖北地域医療支援センターの施設整備 ３００，０００千円

地域医療推進連絡協議会の運営費 １０，０００千円

（目的）

地域の医療資源の役割分担（機能分化）と連携を図るため、両圏域に地域医療支

援センターを設置し、休日急病診療所を整備充実し、一次救急患者の受け入れを強

化する。

また、歯科、薬剤管理を含めた在宅医療拠点施設、訪問看護ステーションの機能

を総合的に備えた拠点とし、在宅医療、地域連携クリティカルパスの取り組みを推

進していく。

（事業内容）

地域の関係者が情報共有し、地域の医療機関等の役割分担と連携を図るための基

盤を整備することを目的として、地域医療支援センターを創設する。

また、病院、診療所、行政等が連携し、一体となった取り組みを進めるために、

地域医療推進協議会を設置し、効率的な運営を図るための支援をする。

＜地域医療支援センターの持つ機能＞

医療機能情報提供の充実

圏域内医療機関の医療機能情報について一元的に総括する。

患者情報を地域の関係者が共有するための一元的管理および患者情報の蓄積、

個人情報に最大限配慮しつつ、一元的に患者情報の管理を図ることで、スムー

ズな医療機関間の患者の転院や医療機関と介護事業者間の連携を可能とする。

また、そうしたデータを活用して、医療機関の地域連携パスの策定を補助する。

【回復期医療を担う病院の確保】

・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで。

・総事業費５３０，０００千円（基金負担分 ５３０，０００千円）

（目的）

湖東圏域の豊郷病院が回復期リハビリテーション機能を担うために必要なリ

ハビリ病棟施設の整備に対して補助を行う。
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また、湖北圏域の市立長浜病院が回復期リハビリテーション機能を担うため

に必要なリハビリ病床の施設改修および人工透析ベッドの増床整備に対して補

助を行う。

（事業内容）

回復期リハビリテーション機能および維持期リハビリテーション機能を持つ医療

機関に必要な施設・設備の整備

・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで。

・事業総額 ５３０，０００千円（基金負担分５３０，０００千円）

〈リハビリ病床の整備〉

豊郷病院のリハビリ病棟施設整備 ３００，０００千円

市立長浜病院のリハビリ病床改修 １１０，０００千円

〈人工透析ベッドの確保〉

市立長浜病院の人工透析ベッド増床整備 １２０，０００千円

【地域医療連携ネットワークの構築】

（目的）

地域における診療情報の共有により、医療機関の機能分化を支える連携ネットワ

ークと中核病院間の医療連携ネットワークを構築するための基盤を整備する。

（事業内容）

地域医療連携ネットワーク等導入事業

・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで。

・事業総額２３０，０００千円（基金負担分２３０，０００千円）

地域の医療機関間の連携を図り質の高い地域医療を実現するため、診療情報

等の共有化を図るためのシステム等を導入する事業に対し補助を行う。

【へき地拠点病院への医師確保の支援】

・事業期間は平成２２年度から平成２５年度まで。

・事業総額 ２０，０００千円（基金負担分 ２０，０００千円）

（目的）

へき地拠点病院である湖北総合病院における医師不足により、救急医療、へき地

医療体制の確保が困難であることから、地域における医療の提供のためにへき地拠

点病院である湖北総合病院が医師を確保するための事業に対して支援する。

（事業内容）

湖北総合病院が実施する医師確保対策の支度金制度への補助
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２，０００千円×４年分（基金負担分 ８，０００千円）

非常勤医師の雇用

１回 ２５千円×１２０回分×４年分（基金負担分 １２，０００千円）


